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～厳しくチェックしています～
安 全 な 水 道 水 を 提 供 し ま す

　
上
の
写
真
の
施
設
が
何
か
分
か
り
ま
す
か
？

答
え
は
、
真
備
浄
水
場
に
あ
る
、
地
下
水
の
不

純
物
で
あ
る
マ
ン
ガ
ン
を
取
り
除
く
た
め
の
処

理
施
設
（
除
マ
ン
ガ
ン
施
設
）
で
す
。

　
真
備
浄
水
場
は
昭
和
59
年
に
建
設
さ
れ
、
真

備
地
区
一
帯
に
水
道
水
を
供
給
し
て
い
ま
す
。

水
道
局
で
は
、
計
画
的
に
施
設
の
更
新
・
整
備

を
進
め
て
い
ま
す
。
真
備
浄
水
場
も
今
後
更
新

す
る
予
定
と
し
て
お
り
、
平
成
29
年
度
か
ら
平

成
30
年
度
に
か
け
て
除
マ
ン
ガ
ン
施
設
の
工
事

を
行
い
ま
す
。

　
施
設
の
維
持
・
更
新
に
は
ぼ
う
大
な
費
用
が

か
か
り
ま
す
が
、
そ
の
財
源
は
皆
さ
ん
か
ら
の

水
道
料
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ

ん
か
ら
い
た
だ
い
た
料
金
を
無
駄
に
し
な
い
よ

う
、
業
務
の
効
率
化
や
経
費
の
節
減
に
取
り
組

み
、
常
に
安
全
で
安
心
な
水
道
水
を
お
届
け
で

き
る
よ
う
、
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。
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水道料金
66.8 億円
（77.6％）

水道利用加入金
など 9.0 億円
（10.5％）

長期前受金戻入
（非現金収入）
10.2 億円（11.9％）

収益的収入

《給水戸数》 《１日平均給水量》《年間総給水量》

208,995 戸 61,686 千㎥ 169,003 ㎥

国などからの借入金
の元金返済
10.5 億円（17.3％）

施設の建設や
改良に係る費用
50.2 億円（82.7％）

資本的支出

　業務の効率化や経費の節減に取り組みつつ、常に安全でおいしい水道水を皆さんにお届けできる
よう編成した今年度予算の概要です。

収入 86.0 億円 支出 74.6 億円

収入 21.9 億円 支出 60.7 億円

　

　

不足額は、現金
支出を伴わない
減価償却費など
で補てんするよ！

　

　

主な収入は
水道料金だよ！

（水道水を作り、送り届けるための収入と支出）

（水道施設を整備・拡充するための収入と支出）

169,003 ㎥って、
どれ位の量なの？

小学校のプール（縦 25m
× 横 12m × 深 さ １m）
約 560 杯分だよ！

不足額
38.8 億円

工事負担金など
8.9 億円（40.6％）

国などからの借入金
13.0 億円（59.4％）

資本的収入

水道水を作ったり
購入したりする費用
22.6 億円（30.3％）

施設の減価償却費や
資産減耗費など
29.1 億円（39.0％）

施設の維持管理や
送水する費用
10.1 億円（13.5％） メーター検針や

料金収納の費用
5.0 億円（6.7％）

国などから借りた
借入金利息の支払い
3.5 億円（4.7％）

事業全般に係る費
用 4.3 億円（5.8％）

差引利益 11.4 億円

収益的支出

平成 29 年度の業務量見込み

収益的収入および支出（税込み）

資本的収入および支出（税込み）

平成 29 年度水道事業予算の概要
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●問い合わせ先　水道総務課☎ 426-3655

安全・快適な水の供給のために
 ●給水サービスの充実
　・配水管新設（9.1km）および下水道工事など
      に伴う配水管移設（11.3km）　など
　　　　　　　　　　　　　 14 億 8,604 万円
 ●水質管理体制の強化
　・水質検査、工程管理水質試験
　・水質分析精度維持、調査研究　など
　　　　　　　　　　　　　　　　7,542 万円

安 定 し た 水 の 供 給 の た め に
 ●施設の適正更新および耐震化
　・老朽管更新（26.0km）
　・老朽施設更新　など
　　　　　　　　　　　　　 24 億 9,775 万円
 ●高普及率の維持・向上
　・水道展、広報紙による啓発　など  　
　　　　　　　　　　　　　　　　   807 万円

事 業 の 健 全 経 営 の た め に
 ●健全経営の推進
　・営業関係窓口業務などの民間委託
　・水道施設管理システムなどのコンピューター
　　関連　など　   　       　３億 5,362 万円

社 会 的 責 任 遂 行 の た め に
 ●環境対策の強化
　・改正省エネ法に係るエネルギー管理業務
　・漏水の調査
　・配水管の修繕　など　　  2 億 9,581 万円

●問い合わせ先　水道総務課企画検査室☎ 426-3654

　　通水 100周年を記念して「水道のある風景」をテーマとした写真を募集しました。多数のご
　応募の中から選ばれた受賞作品を紹介します。

      『涼を楽しむ』
倉敷市 豊福義一さん

      『おいしい水』
倉敷市 仁科一則さん

　    『一人遊び』
里庄町 柳田愛子さん

金賞 銀賞 銅賞

『
舌
鼓
』

倉
敷
市

吉
田
洋
子
さ
ん

『
子
供
達
の

        

遊
び
ラ
ン
ド
』

倉
敷
市 

小
野
明
裕
さ
ん

『
水
飲
水
栓
の

           

か
え
る
』

早
島
町 

林
隆
義
さ
ん

『
水
の
宮
殿
』

岡
山
市 

南
里
嘉
津
子
さ
ん

『
の
ど
が
渇
い
た
ら
、

　
　      

い
つ
で
も
お
い
で
』

浅
口
市 

原
田
健
治
さ
ん

たくさんの
すてきな写
真のご応募、
ありがとう
ございました！

水道通水 100 周年記念写真コンクール優秀作品発表

入賞

平成 29 年度の主な事業
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●問い合わせ先　本庁☎ 426-3661・水島☎ 446-1611・児島☎ 473-1125・玉島☎ 522-8123（船
穂・真備地区を含む）の各水道料金窓口

 配・給水管の漏水調査を実施しています
　　大切な水道水を無駄にしないため、また、漏水による道路陥没などの事故防止のため、市内の
　配水管・給水管の漏水調査を計画的に実施しています。
●費　　用　水道局が負担します。
　　　　　　調査員が調査にかかる費用や工事代金を請求することはありません。
●調査内容　・家庭のメーター付近の調査
　　　　　　　（メーターから蛇口までの調査ではありません）
　　　　　　・昼、夜間の道路上調査
　　　　　　・音聴棒や漏水探知機を使い、地下の水道管で漏水がないか
　　　　　　　調査します。
●調 査 員　水道局が専門業者に委託しています。腕章を着け、 水道局発
                  行の「証明書」を持っています。不審に思ったときは、これ
                  らの提示を求めるか、水道局まで問い合わせてください。

 水道メーターの取り替え・取り外しにご協力を
●取り替え
　　水道メーターは、水道局からお客さまに貸し出しているものであり、計量法に基づき８年目ご
　とに取り替えています。該当する家庭には事前にお知らせし、その際にメーター位置の確認など
　簡易な調査を行い、後日取り替えにお伺いします。留守の間に事前調査・取り替え作業を行うこ
　とがありますので、メーターボックスの上には何も置かないよう、ご協力ください。
　　◆期　　間　４月～７月
　　◆施工業者　水道局が委託した倉敷市指定給水装置工事事業者　
●取り外し
　　空き家などで長期間使用されていない水道メーターは、取り替えではなく、取り外しのみを行ってい
　ます。使用を再開される際にはご連絡ください。
　　◆期　　間　７月～平成 30 年２月
　　◆施工業者　水道局が委託した倉敷市指定給水装置工事事業者
  ※施工業者は身分証明書を持っていますので、不審に思ったときは提示を求めてください。
  ※取り替え・取り外し費用は水道局が負担します。

▲漏水調査の様子

●問い合わせ先　水道管理課☎ 426-3675

  メーターボックスの上に
  物を置かないでください。

  メーターボックスの上に
  車を止めないでください。

  犬はメーターボックスから
  離してつないでください。


